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Waseda Vision 150 法学研究科の将来構想

１．はじめに──法学研究科の方向性

大学院法学研究科の基本的な目的は「研究者の養成」であるが、社会の著しい進展に伴い、「最終的な

専門教育機関」としての大きな役割も担ってきた。そこで、法学研究科は、「研究」機関と「教育」機関

という 2 つの重要な使命を、新たな社会に向けて展開させなければならない。

まず、第 1 に、「研究」と「教育」にはボーダーがなく、国境を越えてグローバルに展開されなければ

ならないことである。日本の法律学は、外国法を継受して定着したものである以上、外国法との比較研

究は必須であるし、経済市場が共通化し、物的流通・人的交流が一般化している現在において、国際的

な共通の法規範研究のためには、海外の大学や学者との学術交流が大前提でなければならない。改めて

言う必要もないが、早稲田大学は、創立以来、戦前から一貫して比較法研究と学術交流に重点を置き、「国

際交流」に関しては日本の大学の中でもリーダー的な地位を築いてきたのである。また、法学研究科に

は、個人的チャンネルにせよ、海外の大学との太いパイプをもっている教員が多くいる。したがって、

早稲田大学及び法学研究科においては、大学間及び研究者間の学術交流は、ほぼ完成されているといえ

よう。

そこで、今後の問題として重要なことは、この活発な交流を「教育」面で展開することである。これ

まで、教育面、すなわち学生の研究活動については、特定の大学へ「留学」してそこで学位を取得する

というのが一般的な方法であった。しかし、協定大学間の教員が連携して大学院教育を行うことができ

れば、学生への教育効果は、計り知れないものがあろう。このような視点から国際交流を前提とした大

学院「教育」を展望するとき、我々のとるべき道は、「グローバルな研究教育の展開」ということに尽き

るのである。

日本の主要な大学が世界各地（アジア各国のみならず、アフリカや北欧など）に教育拠点を展開しよ

うとしてしのぎを削っている今日、これまで、先導的立場にあった早稲田大学法学研究科は、各教員の

総合的な協力の下に、改めて「新たな国際的大学院教育システム」を戦略的に構築し、法律系大学院の

リーダーシップをとることが必要であると考える。

第 2 に、大学院は、実質的に「最終的な高度専門教育」機関として機能しており、この傾向がますま

す顕著になると考えられることから、これを大いに発展させなければならない。法学研究科は、既に約

30 年前から、特定課題という独特の「社会人制度」を採り入れ、日本の中でも、そのユニークさとその

成果において、大きな意義を有してきた。そこで、今後は、これに止まることなく、例えば海外の大学

で見られる LL.M.制度をドッキングさせるなど、社会のニーズを的確に捉えて、発展させるべきである。

以上の視野の下に、これまで法学研究科が行ってきた制度改革の成果をふまえて（その成果を発展さ

せる形で）、将来構想を考えるならば、以下の諸点が基点となろう。もとより、当然のことながら、比較

法研究所と法務研究科との緊密な連携と協力の下に実施されなければならない。
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２．完成された「修士・博士一貫教育」と「コースワーク」システムの推進

法学研究科は、「大学院教育」のあり方を根底から検討し、その結果として、2008 年度から「修士・

博士一貫教育」課程を採用した。この制度は、コースワークを実践させることにより「博士学位」を取

得させるというシステムであるが、その内容は、5 年間の一貫教育プロセスの中で、適切な指導を行い、

節目節目でその成果を検証するという「コースワーク」システムと一体となっているものである。これ

は、法律系大学院では画期的な教育システムであるが、制度としては既に完成を見、その成果（課程博

士の取得）が徐々に現れつつある。

今後は、このシステムにより、できるだけ所定の期間内（5 年以内）に博士学位を取得させるべく、教

員・学生が共通の意識を持って研究指導を推進させることが要求される。

３．多様な入学制度が目的とするもの

（１）研究者養成と高度専門教育

法学研究科は、以下のように、多様な入試方法を採用しているが、これは、研究者を目指し、ある

いは職業上高度な研究を必要とする「優秀な人材を確保」するためである。

修士課程入試では、①一般入試、②自己推薦入試、③社会人入試、④中国国内（2 箇所）及び台湾

での受験実施、などである。

博士後期課程入試では、①コースワークによる修士課程修了者の進学、②法務研究科からの特別推

薦入試、③法曹資格者特別入試など、である。

いずれも、十分な成果を上げているといえるが、今後は、各制度の評価検証を行いながら、よりよ

い入試制度として発展させたい。

（２）ロースクール教員養成機関

直面している問題は、全国規模での「ロースクール教員」養成課程の欠如である。法務研究科では

現時点では研究者養成が不可能であるため、どうしても、研究大学院である法学研究科が進んでこの

役割を担わなければならない。そのためには、司法試験合格者のうち、研究職を志望する者を、従来

のように 1～2 名というのではなく、ある程度の人数を積極的に博士後期課程に呼び込まなければな

らない。これが実現すれば、早稲田大学法学研究科は、「ロースクール教員養成機関」としても、画期

的な役割を果たすことになろう。

４．高等法学教育の国際化の推進

法学研究科は歴史的にみてもわが国の高等法学教育機関として特筆すべき数の優秀な留学生を受け入

れてきた実績がある。また、法学研究科在籍中に海外の相応の法学研究機関における教育を受けた日本

人学生も多く、高等法学教育の国際化の中心的役割を担ってきた。

しかしながら、本研究科におけるこれまでの留学生に対する教育・研究指導は、日本語によるものに

限られ、また、1 年ないし 6 か月を単位とする受け入れ期間全体にわたり日本居住による在学を要する制

度に限られてきた。海外での教育・研究指導を受けた日本人学生も、外国における受入先研究機関の事

情により同様の制限に服してきた。本研究科は、このような言語・地理・時間的制約を可及的速やかに

軽減し、相互の留学の障壁を取り除き、潜在的留学生層を開拓・拡大し、人的交流を活性化させ、もっ

て高等法学教育の質と量を高めることを使命とする。
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具体的構想としては、以下の特定課題に注目した検討を行っていく。

第 1 に、言語の障壁の軽減である。高等法学教育においては法律学の辿ってきた歴史的経緯から欧米

諸法との比較法が重要な地位を占めその重要性は将来的にもかわらないであろう。しかし、今後のわが

国にとってアジア諸国との国際関係はますます重要性を帯びるものと推測され、また、共に欧米法の影

響下に近代法を確立してきたという共通の学術的・実務的議論の基礎があるにもかかわらず、高等法学

教育におけるアジア諸国との連携関係はこれまで十分ではなかった。その要因には、アジア諸国との間

の言語の障壁が英語に比べはるかに大きいところ、従来の国際交流が日本法を専門に学ぶアジア諸国か

らの留学生に大きく依存してきたことがある。このような問題意識から、本研究科は、英語を介しある

いは英語を共通言語とするプログラムの採用により、単に英語圏の相互の留学の促進にとどまらず、高

等法学教育におけるアジア諸国との連携の強化を目指すべく検討を行う。

第 2 に、時間的・地理的障壁の軽減である。本研究科は、①クオーター制度の利用による滞在期間の

柔軟化の可能性を検討するとともに、②インターネットを利用した遠隔指導やオンデマンド指導等の方

法による留学生の滞日期間短縮の可能性を検討する。

第 3 に、軽減されるにしても、留学は、留学生に一定期間の海外在住のコストを強いるものであると

ころ、その努力にみあった成果が留学生各自のキャリア反映される体制がなければ潜在的な留学生層の

底上げは無理である。そこで、本研究科は、一定の信頼関係にある海外の大学との密接な連携によって、

単位の互換性やさらにそれを一歩進めた形での学位の共同化（ジョイント・ディグリー）、さらには、海

外大学の研究者との連携による比較法研究に対する双方大学の評価による学位の同時取得制度（ダブ

ル・ディグリー）の可能性を検討する。このような信頼関係に基づく連携の在り方として、「連合大学院」

と呼ぶべきプログラムを構想することもありえ、そのような構想の第一歩としてこれまでの研究・教育

上の交流から既に信頼関係にあるアジア域内の複数の大学との間で「アジア連合大学院」と呼ぶべきプ

ログラムの試案を検討中である。

第 4 に、本研究科による高等法学教育の国際化推進の母体となるプログラムの設計については、既存

の修士課程ないし博士課程のプログラムの修正によるプログラム設計がありうる他、LL.M.プログラムの

設置をも有力な候補として検討を行う。ことに上述の英語による教育を相当程度強化する構想について

は、後述の社会人教育（リカレント）や法務研究科における留学制度との相乗効果を期待できる LL.M.

プログラムを母体とするプログラム設計が望ましいものと構想する。

５．社会人教育（リカレント）の強化

法律に関する特定の職業につく社会人は、その職業分野に応じた専門教育（リカレント）を必要とし

ている場合が多く、このような教育を提供することも高等法学教育機関の使命である。本研究科は、こ

のようなリカレントを促進すべく、課題を検討していく。

まず、このようなリカレントとしては、法曹資格を持つ社会人が欧米やアジアにおける国際的実務に

つく基礎的知見を得る要請も少なくないところ、英語による日本法の授業を受講する要請も高いものと

考えられる。また、リカレントの検討課題としては、次のような点が考えられる。社会人大学院生には、

留学生同様、時間的負担の軽減の配慮が必要である。さらに、その目標とされる教育成果は、必ずしも

学術論文の執筆能力ではなく、高度な専門的知見を得たうえで実務家として情報発信や交渉を行う能力

であると推定される。これらを評価する方法として、修士論文のみならず実務家としてのリサーチ・ペ
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ーパー（法務研究科で行われている程度のもの）や試験などを選択しうる柔軟な評価方法が求められる。

以上の検討課題は、多くが留学生教育における検討課題と重なる。また、特に、日本法の特定分野の

高度な知識を習得してそれを英語により国際的交渉の側面で発信するという要請は、LL.M.プログラムの

構想と重なるところが大きい。法学学術院が有する人的・設備的資源の有効活用の側面からも、共通プ

ログラムとしての設計が望ましいものと構想する。

６．アジア共通の法曹養成教育

アジア各大学の法学部・大学院では、法曹養成のための共通の教育の必要性を主張している（例、2011

年 12 月 10 日中国人民大学開催の第 3 回アジア法学部長及び法律家フォーラムではこのことが提案され

ている）。もちろん、法曹になるための技術に特化したものではなく、「優れた法曹」のための法理論教

育の共通化である。法務研究科修了生の司法試験合格者に対する法理論教育と同じように考えればよい

であろう。

この点についても、法務研究科と、教育の内容および方法をすりあわせながら、実施の可能性を探っ

ていきたい。

以 上


